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日本 にお け るホ ワ イ トカ ラー組 合 運動

一 高度成長期までの地方公務員組合の運動を中心に一

松 尾 孝 一

1は じ め に

筆 者 は 先 に,第 二 次 大 戦 後 の イ ギ リ ス に お け るSIMA(鉄 鋼 産 業 管 理 職 組

合)やASTMS(科 学 戦 ・技 術 職 ・管 理 職 ス.タ ッフ組 合),NALGO(地 方 政

府 職 員 全 国 組 合)な どの ホ ワ イ トカ ラー 組合 の実 践 を検 討 す る こ と を通 じて,

ホ ワ イ トカ ラー 的 な 労 働 組 合 主 義 の 性 格 づ け を 試 み て きた(松 尾[1997]

[1999][2000】)。 そ の 作 業 を行 うに あ た って は,日 本g企 業 内化 した 組.合像

を念 頭 に置 きつ つ,そ こか ら イギ リ スの ホ ワイ トカ ラ ー組 合 を評 価 す る とい う

視 点 も盛 り込 む よ う に努 め た 。 そ して そ の作 業 か ら導 い た結 論 は,イ ギ リス の

ホ ワイ トカ ラ ーの 労 働 組 合 主 義 の 特 質 は,端 的 に言 え ば 中 間層 と して の 自 ら の

階層 的利 益 を意 識 した ブル ー カ ラー に 対 す る トー タル な格 差 の追 求 で あ る,と

い うこ とで あ ったQ

本 稿 で は,こ れ まで イギ リ スの ホ ワイ トカ ラー 組 合運 動 を評 価 して き た視 点

か ら 日本 の ホ ワ イ トカ ラー 組 合 運 動 を 評価 す る とい う作 業 に取 り組 む。 す なわ

ち,こ れ まで 筆 者 は格 差 意 識 や 地 位 意 識 の 観 点 か らイ ギ リ.スの ホ ワ イ トカ ラ ー

組 合 主 義 の特 質 を浮 き彫 りに して きた が,振 り返 って そ の視 点 か ら 日本 の ホ ワ

イ トカ ラー組 合 運 動 を評 価 す る と ど うな るの か.,.と い う問題 につ い て検 討す る

ので あ る。 そ の こ と を通 じて,イ ギ リ スを事 例 と した筆 者 の こ れ まで の議 論 の

一 般 性 を高 め る こ とが で き る と考 え る し,ま た そ こか ら 日本 の 企 業 別 組 合 の

(ホ ワ イ トカ ラー に とっ て の)意 義 と限 界 を見 極 め,さ ら に従 業 員 の ホ ワ イ ト
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カラー化 ・高学歴化が生み出す問題への対応 という日本の企業別組合が直面 し

ている課題に対 しての対応の手掛かりを得ることも可能になってくると考える

のである。

もちろん,特 定の職業 ・階層意識を基盤としつつ企業横断的に組織されてき

たイギリスQホ ワイ トカラー組合と.「職一体型で企業別に組織されてきた日本

の企業別組合とを単純に比較することは困難である。 しか し日本においても,

公務部門では,少 なから濾場合で職員(ホ ワイトカラー)と 従業員(.7ル ーカ

ラー)と を分離 した形での組織化が行われ,ホ ワイトカラー自身による組合運

動が展開されてきた。特に地方自治体の組合においては,労 働基本権が制約さ

れた中で も,ホ ワイ トカラーによる組合運動は単なる職員団体 とい う枠を超え

て実態的にはかな りの幅 と深 さを もって行われてきたと言えるだろう㌔ 従っ

て公務部門,特 に自治体の組合の実践からは,日 本におけるホワイ トカラー組

合運動の一般的特質を抽出することは可能ではなかろうか。

確かに民間企業においても,金 融業などホワイ トカラーが企業構成員のほと

んどを占める業種では,そ こに組合が存在す る限りホワイ トカラーによる独自

の組合運動はそれなり.に行われてきたはずである。しか し運動の深さと影響力

という点では,そ れらは公務部門のホワイトカラー組合運動には遠 く及ばない.

であろう。またイギリスを踏まえた視点から分析を行 うとすれば,職 場 レベル

で職従(職 員と従業員)が 適度に混在 している公務部門での運動の方が比較の

素材 としては適切である。そこでは,金 融や保険業などほとんどホ ワイトカ

ラーだけで構成されている業種 に比べて,ブ ルーカラーとの関係が実践上意識

1.)国 家公務部門 に比べて地方 自治体 での方 が概 して組合活動が活発であ った理 由としては さまざ

まな理 由が考 えられ るが,そ れは一 義的には労使 の当事者能.力の程度の違い に帰せ られるであろ

う。例 えば,当 局側の一本化された交渉窓口がないため事実上 人事院勧告に よって詳細に賃金労

働条件 の決定が 行われて しまう国 に比 して、個 々の自治体 では,(都 道府県 ・政令都 市な ら)人

事要員会 の勧告制度はある ものの,当 局側 の窓口がほぼ一本化 してい るため,給 与表の決定な ど

賃金労働条件の詳細については労使 双方がか な りの程度当事者能力 をもって交渉を行い得 るので

あ る(も ちろん法的 な協約締結権 は地方公営企業以外 の職員 にはないが}。 要 するに,公 務 部門

で も,自 治体ではあ る程度 自律 的ないわば企業内 的労使関係が個 々に形成されて きた とい うこと

が大 きい。
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されてきたはずであるからである。

これらのことから,本 稿では地方自治体の組合運動を分析の題材 とし,そ こ

から日本のホワイ トカラー組合運動の特質を抽出してみたい。 もちろん日本の

公務労働運動を総括的に論じることは,対 象をホワイ トカラーに限定 したとし

ても膨大な作業となり,本 論文の範囲を超える。従って,特 にイギリスとの比

較という意味でも,一 自治体のホワイ トカラー組合が職従間あるいは職員間に

おける格差の問題 をどのように認識 し運動に反映させてきたのかという点に焦

点を絞 り,そ の点の分析を通 じてホワイ トカラー組合運動としての日本の公務

部門労働組合の実践を評価 してみたい。

なお,題 材としては主に大阪市役所の職員組合(大 阪市職)の 事例を用い,.

組合史などに依拠 しながらその実践の含意について検討 していきたいが,従 業

員組合(市 従)な どの庁内他組合や上部団体(市 労連 ・自治労)の 動 き,さ ら

には人事管理方式においてやや相違が見られる他の政令都市の事例についても

必要に応 じて言及 したい。

n自 治体部門の労働組合運動の位置づけ.

事例分析に入る前に,我 が国の地方自治体部門の組合運動をいかに位置づけ

るかについて若干言及 しておきたい。

まず数量的な側面では,1997年 現在の日本の労働組合員数1216万8千 人のう

ち,国 家公務員法 ・国営企業労働関係法適用対象者は50万6千 人,地 方公務員

法 ・地方公営企業労働関係法適用対象者は202万3千 人存在する(『労働組合基

礎調査』)。要するに日本の組織労働者のうち約2割 は公共部門の労働者であ り,

そのうちの約8割 は地方自治体の労働者である。対象をホワイ トカラーだけに

限れば,そ の比率はさらに上昇するであろう。また,自 治労(組 合員数約102

万入)は,自 治労連(組 合員数約25万 入)分 裂後 も依然 日本最大の組織人員を

もつ単産である㌔ これらの意味で も公共部門,特 に自治体の労働運動は,単

2)自 治労,自治労連の組織人数は,大原社会問題研究所「日本労働年鑑〔第68集1998年版)」による。.
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に数量的側面だけか ら見ても日本の労働運動(特 にホワイ トカラーの)の 中で

依然無視できない大 きな比重を占め続けている。

ただ し,公 務部門の労働運動の内容については,労 働基本権の制約と当局の

当事者能力の欠如ゆえに,ロ ーカル(単 組)レ ベルでの自律的な労働運動が展

.開できず,そ の運動は必然的に集権化された政治闘争の色彩を帯びて くるとい

う理解がひとつの常識的理解 としてある31。なるほど,例 えばかつて自治労 ・

日教組が国労と共に総評御三家 と称せられていたように,公 務部門の労働運動

が戦後日本の革新運動の中で果たして きた役割は確かに大きなものがあったと

言えるであろう。その意味で公務労働運動が この種の側面を強 くもってきたこ

とは否定できない。しか し,た とえ公務部門の労働運動が民間のそれに比べ政

治的運動の色彩を色濃 く帯びたものであった として も,同 時に賃金労働条件を

めぐっての個々のローカル レベルでの運動 も存在 して きたこともまた否定でき

ないのである。

特に自治体においては,人 事院勧告の内容がそのまま給与法改定に反映され

る国 とは違い,入 事委員会勧告萄を受けて自治体当局が具体的な給与表や勤務

条件を定める過程で,実 態として労使の交渉の余地が残されてきた(い わゆる

確定闘与〉。言い換えれば,自 治体においては,時 期によって差はあるにせよ,

具体的な賃金労働条件の決定(多 くの場合人事院勧告水準からの上乗せ)が か

なりの程度個別自治体 レベルで行われてきたのである。.例えば,1970年 代に一

部の自治体で現出 した給与水準における高いラスパイレス指数などはその反映

であろう。これらのいわば 「賃金 ドリフト」は,個 別自治体の単組 レベルでの

運動による成果とも言えるであろう。いや狭い意味での賃金労働条件面だけに

馨 とどまらず・ま緻 治的翻 だけでもなく泊 治体の個別組合においては・職

3)こ の ような理解 としては,例 えば田端[1993],9呂 ペー ジ、白井 〔1992],78ペ ー ジな どがあ る。

4)た だ し,人 事委貝会が設置されてい るのは都道府県 ・政令都市 に限 られてお り,そ れ以外の中

小 自治体で は,労 使交渉によ って賃金労働条件 の決定 を行い うる自由度が よ り高い。ただ し,そ

れ らで も,大 都市の相場 への配慮 や,議 会や住民の 監視,国 や都道府県の指導等 はあ り,労 使 間

での馴れ合いに よる恣意的な水準 決定 ができるわけで はない。

呼
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場 に お け る種 々 の問 題 に関 す る活 動 や,昇 進 ・昇格 ・格 付 け に 関す る活 動 な ど

も活発 に取 り組 まれ て きた と言 え る。 この よ うな こ とか ら,自 治 体 の個 別 組 合

は,企 業 内組 合 の左 派 的 な一 種 と して 位 置 づ け る こ とが で きる の で は なか ろ う

か 。 そ の意 味 で は,自 治 体 の 個 別 組 合 の 活 動 は 民 間企 業 の企 業 別 組 合 の活 動 に

も通 じる面 が あ る と考 え られ,そ れ ゆ えそ の分 析 は ホ ワイ トカ ラー の労 働 組 合

運 動 に対 す る分 析 と して それ な りの 一 般性 は持 ち う る と思 わ れ る ので あ る。

III大 阪市職の組織概要と創生期の活動

1市 職の概要.7.....

大阪市職(大 阪市職員労働組合).は,1946年2月6日 に大阪市の各局 ・各区

のホワイトカラー職員を組織 して結成されている(た だし交通局職員は当初か

ら別組合を結成)。 現在,市 職の組合員数は約1万7千 人で,各 局 ・区単位 に

支部をもち,係 長級以下のホワ.イトカラー職員を組織対象にしている%そ し

て,市 従(従 業員労働組合)・大交(交 通労働組合}・水労(水 道労働組合)・

学職組1市 立学校職員組合)・市大(市 立大学教職員組合)・学給労(学 校給食

.調理員労働組合)と ともに市労連(大 阪市労働組合連合会)を 構成 している。

上部団体は自治労一連合である%

以下では,市 職 ・市労連 ・市従の各組合史等 に依拠 しなが ら,冒 頭で設定 し

た視点に沿いつつ,大 阪市役所における市職を中心 としたホワイトカラーの労

働組合連動を分析することにする。

5)大 阪 市の在職者数 は1996年4月1日 時点で5万3338人 〔大阪市人事委 員会[1996])で,う ち

交通局 ・水道局を除いた一般部局で4万253人 で ある(交 通局 ・水 道局 の職員は交通労働組合 ・

水 道労働組合 にそれぞれ組織 され ている1。 さらに,.一 般部 局で も消防職員に団結権 はな く,大

学 ・学校教職.員などはそれぞれの組合に組織されてい る。要するに市 職の組織範囲 は,原 則 と し

雲、 蹴 螺 諜 麟 灘 警畿 瓢 認 識 害難 万8千人程
『6〕 なお

,別 に 自治労連 一全労連系列 に連 なる組合 として,「 大阪市労働組合」(組 合 員数約500入)

が1990年 代初頭 の自治労分裂 を契機 に結成 されているが,本 稿 は自治体 労働運動 の現状 を分析す

るものではないので,こ れ について は分析の対象外 とす る。
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2職 従分離で組織化された理由

自治体の労働組合は職従分離 して組織されている例が少なくないが,大 阪市

職の場合.もその例に漏れない。それでは,大 阪市職の場合終戦直後に職能分離

しての組織化が行われたのはいかなる理由か らであろうか。

大阪市においては,市 職給歳より前の1945年 末に,ブ ルーカラー組合である

.市従(大 阪市従業員組合)・交労(大 阪交通労働組合)が 結成されていた。こ

れは,こ の2組 合は戦前からの活動の蓄積があったために,戦 後いち早 く組合

を再建することができたからである。.一一方,市 職結成の経緯を見てみると,占

領軍の組合育成政策を至上命令 と受け取った市当.局の組合育成方針 もあ り,

1945年末あたりから各局 ・区で次々に職員組合が結成されていった。そ して各

局 ・区の職員層(ホ ワイトカラー)の 代表による主体的な協議の結果,全 庁的

な単一の職員組合の結成が決定され,1946年2月 に 「大阪市職員組合」が結成

された㌔

職員層による独自の組織化が行われるにあたっては,ホ ワイ トカラーだけの

組合をつ くるのはどうかという意見が職員層の中に.あった。そのため,当 初は

市従への加人を打診 したのであった。 しか し,「吏員と一緒にやるわけにはし.・

かない」 とい う理由で市従側から断られたため,職 員独自による組織化を行っ

たのであった。このことから,大 阪市の場合,現 業労働者に対する職員層の格

差意識ゆえに職員層独自による組織化が行われたのではないというととは言え

る㌔

とはいえ,当 時の職員層が職員 としての立場に無自覚であったとは言えない。

7)大 阪市職の結成以後の題動の経 緯については,大 阪市職員労働組合[19711[1996],大 阪市 労

連史編纂 委員会L1989」 に主に依拠 して記述 して いる。 なお,「 大阪市職員組合」が地方労働 委

員会か ら法的に労働組合 として認定されたのは,1950年8月 の ことであ った(大 阪市職員労働 組

合[1996],40-41ペ ー ジ〉。また規約上の名称が大阪.市職 員組 合か ら 「大阪市磯 貝労働組 合」 に

な ったの は1968年 のこ とであった(同 上 書,143ペ ー ジ)。ちなみ に市従 〔大阪市 従業員組合)の

名称が 「大阪市従業員労 働組.合」 に改 められ たのは1966年 の ことであ った,

8)交 通局で も職徒刑の組 織化が行 われ たが,こ れ も戦前 にお ける職従間の差別的構造や現 業員 の

職員層 へ の不信 感が背 景 にあ ったか らで ある とされ る(大 阪市 労連史編纂 委員 会[1989],5

ペー ジ)。

O
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例えば,「職員組合」 という名称自体が,行 政機構の末端を担う役人が単なる

労働者であるとい うζとには納得がいかない とい うことから,「労働組合」で

はない名称として名付けたものであった。また,結 成当初定められた三ケ条か

らなる綱領においても,そ の第二条に 「われらは吏道を刷新 し民衆本位 な地方

自治の実現を期する」と記されている。「吏道」という言葉からも,「官吏」 と

しての職分が強 く意識されていたことがうかがえる。

このように,終 戦直:後においては,戦 前の身分制的公務.員制度の影響から,

職従問の身分的断絶感や相互不信はそれなりに存在 していたと言える。前述の

通 り職員層の格差意識が職能分離した組織化の直接の要因になったのではない

にしても,終 戦直後の時点での職能間の身分的断絶感や相互不信が職従一.・体化

した組織化を妨げたということは言いうるであろう%

3古 労連の結成 と組合同共闘への志 向

上記 の よ うな経 緯 か ら職 従 分 離 して の 組織 化 とな り,市 職 ・市 従 ・交 労 ・交

織(大 阪市 交 通 局 職 員 組 合)の4組 合 で 出 発 した大 阪市 の戦 後 の労 働 組 合 運 動

で あ っ たが,し か し職 従 の共 闘 は早 い 時 点 か ら志 向 さ れ て い#。.

まず.市職 結 成 直後 の1946年 の5月 の 時 点 で す で に4組 合 に よる 共 闘体 制 が 発

足 し(対 市 四 組 合 共 闘),家 族 生計 費 を 基 礎 に した 給 与 制 度(生 活 保 障 賃 金)

の 確 立 を 当 局 に要 求 して 闘 って い る(「1400円 要 求 闘 争 」10〕)。さ らに 同.年10月

に は,産 別 会議 の方 針 もあ っ たが,労 働協 約 獲 得 を 目指 して4組 合 が ス トライ

キ を行 い,ユ947年 の2.1ス トに お い て も4組 合 の共 同闘 争 が 志 向 され た 。

この よ うな 共 同 闘争 の積 み 重 ね を背 景 と して,1947年11月 に は市 労 連 の結 成

9)工 職(職 従)問 の身分的断絶感は,伝 統的な民間製造 業において も公務部 門に劣 らず強か った

であろ う。に もかかわ らず,一 方は」:職一体化 した組織 化が行 われ,他 方はそうならなか ったの

は,恐 らく民 間と公務部門 との経営権の争奪をめ ぐる緊迫度の差 が大 きいで あろ う。公務部 門で

は,ブ ルー カラーに経営権 を奪われ るとい うホ ワイ トカラー・の危機意 識がさほど強 くなか ワたの

ではなかろ うか(革 命が起 きて も官僚 機構 は必 要P。 それ故 に民 間ほ どには職員層 が従業員 に

追従的にな らず,別 個 に組織 を作 ることになった と考え得る。

10)こ の額は4人 家族 の生計 費を基礎 とした ものであ った。

4
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大 会 が 開 か れ て い る。 戦 前 か らの 職 従 間 の 身 分 的 断絶 感 や,常 職 が 産 別 会 議 で

他 の3組 合 が総 同 盟 とい う上 部 団 体 の 相 違 を考 え るな らば,4組 合 の連 合 体 は

比 較 的 ス ム ー ズ に結 成 され た と言 え るだ ろ う。 た だ し,市 労 連 の 第 ユ回定 期 大

会 は1958年11月 に な って初 め て 開か れ た こ と に象徴 さ れ るよ うに,市 労 連 は結

成 当 初 は緩 や か な連 合 体 と し て機 能 し て お り11},.各組 合 の 共 闘 体 制 は最 初 か ら

強 固 だ った わ け で は な い。 それ で は,い か に して 各組 合 が 市 労 連 を 中心 軸 と し

て 運 動 を組 み立 て る よ うに な った か,そ の 過 程 を次 に見 てみ た い。

IV市 労 連 を軸 に した運 動 体 制 の 構 築 と市 従 との 断 絶 の 克服

.1950年代の職階給導入に対する市職の対応を中心に

戦 前 の 身 分 制 的俸 給 体 系 が 改 め られ た 終 戦 直 後 の市 の給 与体 系 は,生 活 保 障

給 的色 彩 が きわ め て 強 い もの で あ っ た(第1表)。 職 階給 に 相 当 す る部 分 が な

く,勤 続給 の 部分 もわず か で あ る この 給 与体 系 は,き わ め て平 等 主 義 的 色 彩 の

強 い もの で あ った と言 え る。 確 か に職 従 問 の 賃 金水 準 の差 は あ ったが,賃 金 算

定 方 式 が 両 者 間 で 質 的 に異 な るわ けで は なか った 。 要 す るに この賃 金 体 系 は,

職 従 一 本 の 生 活.保障給 的色 彩 の強 い もので あ った と言 い うる。 この給 料 表 は終

戦 直 後 の イ ン フ レの 中,組 合 の賃 上 げ要 求 の 結 果 勝 ち取 られ た もので あ った が,

これ を出 発 点 と して,以 後 市 職 等 は生 活 保 障 給 の 立場 か らそ の充 実 を求 め る運

動 を展 開 して い った12㌧

11)大 阪市営連史編纂委員会[1989},26ペ ージ。

12)た とえば1947年1月 に.rl∫職が当局に提出 した賃金要求は以.トのようなものであった。この賃金

要求は,前 年に電産労協が採用した 「電産型賃金」要求の影響をも受けている(大 阪市職員労働

組合[1996],23ペ ージL
一.基 本賃金

〔1).生～舌保障給

A本 人給18xOで600円,19-45歳 は1歳 につき10円を加給,46歳 以上は45歳と同額

B家 族給 ・人200円

② 能力給.各 人の学識,経 験,技 能等を比較検討し.一定の標準によって個人別に相当

額を算定

〔3)勤続給 勤続1年 につき30円

二,地 域賃金

生活保障給の30%(都 市手当)
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第1表 給与改訂(昭 和21年1月 実施〉新旧比較表

.本 給 社 会 給 労 務 給

識

別

区

別

.. 7

日

額

月

額

物

価

手

当

勤

続

手

当.

家

族

手

当

臨
時勤

勉
手
当

臨

時

手.

当

戦
時
勤
勉
手
当

臨疎

時開

家手

旗当

小

計

歩

増

業

務

手

当

復

興

手

当

入
浴
料
補
給

傘

増

点

手

当

そ

の

他

小

計

合

計

額

1日 138 25 (32入>
16

.

15 13.80 2. 71.80 209.80

吏

員 一新

.

138 96. 25 64 276 15 476 614

旧

.

73 5 〔1.04入)

5.20
10 7.30 27.50

.

100.50

雇

員
新 73 73 5

.一

20.80 .146 10 254.80 327.80.

従.旧 2.30. 69 5 〔1.9.人

9.50
9 .6.90 1 31.40 41.40 18 3 6 7 75.40 175.80

業

員
新 2.30 69 69. 5 38 183 9 304 52.90 18 75 . 3 6. 7 161.90 534.90

注D:物 価 手 当・・… ・本 給 相 当額,但 し最 高100円 、 最低50円

2):勤 続 手 続 …… 勤 続5～10年 ・吏 員7円 ・雇 員5円,10-15年 ・吏 員15円 ・雇 員111'1.15-20年 ・吏 員25円 ・雇 員18円,20-25

年 ・吏 員35円 ・雇員25円,25年 以 上 ・吏員45円 』・雇 員32円

従 業.員 は 勤続1年 で1円,1年 増 す ご とに50Mを 加 丸 る。5年 以 上 は雇 員 と同 じ

3);家 族 手 当 ・・・…ll.1・1人 につ き5円.新20円

4〕:臨 時 勤 勉 手 当・…・・更 ・雇 員 は本 給 の2倍,但 し最 高400円,従 業 貝 は 日給3円 以 下 ほ本給 の2倍 に1円50Aを 加 え,日 給3円 以上 は

本 給 に4円50銭 を加 え る.

5):臨 時 手 当 …… 本 給 の15%で 吏員 は最 高15円,最 低7円.雇 員 ・従 業 員 は最 高10円,最 低5円

出所=大 阪 市職 員労 働組 合[1996]14ペ ー ジ。
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第2表 級別号俸制度

級 吏雇員 級 吏雇員 級 吏雇員

1級 1-20号 給 6 22～50 11 50-67

2 3～26 7 28-56 12 55-70

3 7-32 8 33-59 13 60-74

4 11-37 9 38～62 14 65～78

5 ユ5-42 10 44～64 15 73～82

注:こ の表 は最終解決案。従業 員は7級54写.ま で。

出所:大 阪.i1∫職 員労働組合[1996]56ペ ー ジ,「 大阪 市職報』第118号;1955年

1月25日 よ り作成。

しか し,そ の 後 い わ ゆ る 「逆 コー ス」 の 中1950年 に制 定 され た 地 方 公 務 員 法

にお い て 「官 公 均 衡 」 の原 則(国 と地方 との 間で の給 与 水 準 等 の均 衡 の 原則 〉

が うた わ れ た こ と もあ り,自 治体 の給 与 体 系 は 国 に準 じて 次 第 に職 階 給 的色 彩

を強 め て い く1㌔

大 阪 市 に お い て もま ず1954年 に,1948年 か ら国 の2920円 ベ ー ス の俸 給 表 に準

拠 して 実 施 さ れ て い た職 従 一 本 の1号 給 か ら82号 給 まで の 通 し号俸 制 度")に 対

して,給 与等 級 を15段 階 に分 け,昇 格 基 準 に よ って 上 位等 級 に 昇格 しな い 限 り

そ の級 の 上 限 の給5額 で 昇 給 が ス トップす る とい うい わ ゆ る 「頭 打 ち」 制 度 を

市 当 局 は 設 定 して きた(第2表)。 こ の 制 度 に 対 して は 庁 内 の各 組 合 が 反 対 し

.た こ とは 言 うまで もない 。 しか しこの 級 別号 俸 制 度 は職 階給 と して は まだ 非 常

に初 歩 的 な もので あ り,.運 用 次 第 で 「頭 打 ち 」 を 防 ぐ こ と.は困難 で は なか った

し,ま た 給 料 表 が 職 種 間 で 分 断 され た わ けで も なか っ た。 よ って,市 労 連 は

「昇 給 昇 格 につ い て は引 続 き団 交 を行 う」 「昇 格 基 準 は 分 科 会 で 交 渉 す る」,市

職 も 「7級 か ら8級 へ の 昇 格 率 の拡 大 」 等 の市 側 の譲 歩 を取 りつ け る こ と に

13)国 においても終戦直後は,戦 前の身分的等級制給与が解体され,全 公務員給与が一本の号俸表

にまとめられた 「青空通し号俸制」 〔完全な生活給的年功賃金)が1946年4月 に尊人されていた。

しかし,こ の給与体系 も,わずか数 ヶ月後には官吏と嘱託 ・雇傭人の二本立ての俸給表に再編さ

れ(そ れぞれの俸給表自体は依然年功的 ・生活給的性格をもっていたが),さ らに1948年には行

政職俸給表は再び一本化されたが本格的職階給制度の第一歩として2920111ベース(ペ ースとは職

員総平均の給与額のこと),15級 制の俸給表が導入された(大 阪市従業員労働組合[1995],33

ページ,西 村[1999],16ペ ージ.神代 【197訓,29-40ページ)。

ユ4)国 とは違い,大 阪市ではこの時点では紋別号俸制は導入されなかった。
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よ って,こ の 制 度 改 編 につ い て は 闘争 を集 約 してい る。

次 い で1957年 に は,前 年 の 人事 院 の 給 与 体 系 再 編 提 案(「 職 務 ご とに8種 類

の俸 給 表 を設 け,現 行15級 を原 則 と して7等 級 に改 め,い わ ゆ る通 し号 俸 制 を

廃 止 す る」)と そ れ に沿 った 国 の給 与 法 改 定 を 受 け て,6月 大 阪 市 当 局 も国 に

な ら って 以 下 の よ う.な内容 の給 与 体 系 の再 編 を提 案 して きたL%

i今 般 の政府案に準 じて給与制度 の改正 を行い,そ の切替 に当た って給 与の改善

1を はか るもの とす る。

給 う・表 の種類

職務の等級

.般 職員の給料表(一)

`般職員の給料表(二 〉

医療職員の給料表(一)(二)(三)

研究職員の給料表

教育職員の給料表

一般職員 の給料表(一)七 等 級に分 ける

一般職員 の給料表(二)四 等 級に分 ける

昇級制度 昇級 は原則 と して十二 カ月 とす る。

(その他 略)

注.=一般職員の給料表(二)は 現業職に適用。

.この制 度 は,職 種 ご とに,等 級 構 成 ・昇給 の あ り方 ・給 料 表 の幅 な どに差 を

つ け る もの で あ り,ま た,給 料 表 を15等 級 か ら7等 級(非 現 業 職)に 整 理 す る

こ とに よ って 等級 と職 階 との リ ンク を強 め,上 位 の 職 階 に 昇進 しな い 限 り給 与

は 一 定 以 上 に は.ヒが らな くな る制 度 で も あ った 。

この よ うな 給 与 体 系 の再 編 に対 して は,終 戦 直 後 か らの 生 活 保 障給 的 な給 与

体 系 を根 本 的 に崩 す もの で あ る と して,有 職 は市 労 連 な ど と と も に反対 す る姿

勢 を とった 。 有 職 が 特 に 問 題 に した の は,こ の給 与 体 系 再 編 が 通 し号俸 制 度 を

廃 止 す る こ とに よ って 職 階 給体 系 を 強 め,多 くの職 員 に昇 給 の 「頭 打 ち」 の 問

題 を深 刻 に させ る とい う点 で あ った 。 この よ うな市 職 の危 惧 は,有 職 の ス ロー

ガ ン.自体 に よ く表 現 さ れ て い る と言 え る。 一 口 く,「 職 階給 与体 系 反 対 ・通

15)大 阪rl∫職員労働組合[1996],70ぺ 」ジ。
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し号 俸 制 堅 持,昇 給 昇 格 制 度 改悪 阻 止,職 務 限度 引 上 げ ・頭 打 ち解 消,初 任給

引 上 げ ・給 与 の 不 均 衡 是 正 」1㌔

r方,市 従(従 業 員 組 合)が こ の給 与 体 系 再 編 に反 対 した 理 由 に は,上 記 の

市 職 の 反 対 理 由だ け に と ど ま らず,職 員(ホ ワ イ トカ ラ ー)'η と従 業 員(ブ

ルー カ ラー)と の 間 で 給 料 表 を分 割 す る こ とに対 す る抵 抗 感 が 強 くあ ったIE)。.

そ の こ と もあ っ て 市 労 連 も,給 料 表 の 金 額 は 全 職 種 に 国 の行 政 職(一 〕 俸 給

表19,を 基準 に した通 し号 俸 を適 用 す る こ と を 中心 的 要 求 と して 闘 争 を 組 ん だ の

で あ った 。

給 与体 系 再編 へ の反 対 闘争 に おい て は,常 職 ・市 従 ・市労 連 の 間 で上 記 の よ

う.に微 妙 な 力点 の相 違 が 見 られ た 。 す なわ ち,常 職 には特 に頭 打 ちへ の反 発 が

あ り,市 従 に は給 料 表 分 割 へ の反 発 が あ り,市 労 連 は全 体 的視 野 に立 って給 料

表分 割 自体 へ の 反対 よ りは全 職 種 間の 通 し号 俸 制 の 実 質 的 堅持 に運 動 の力 点 を

置 い た ので あ っ た。

結 局 は,国 の行 政 職(一)俸 給 表 を も って全 職種 に通 し号 俸 をつ くる とい う

市 労 連 の方 針 に沿 い,市 労 連 が 中 心 とな って市 当局 との交 渉 を進 めた が,全 職

種 共 通 の通 し号 俸 を維 持 す る こ とは で きな か った。 そ の た め,多 様 な職 種 を包

含 す る市 職 も,一 般 職 の給 料 表(一)(二)の 設 定 に つ い て は基 本 的 に 了解 し,

そ の他 の職 種 の 給料 表 に お い て は最 低 国 の行 政 職(一)俸 給 表 を適 用 す る とい

う線 で11月 当 局 と妥 結 した の で.あった。 昇 格 基 準 の改 善 が 図 られ た とい う こ と

も市 職 が 闘 争 を集 約 した 一 因 で あ った。 こ う して,以 後 の 給 与体 系 の骨 格 を作

る この 給 与 体 系 再編 は,職 種 間で 給 料 表 が 分 割 され 職 種 間 で の 通 し号 俸 制が 崩

れ る とい う基 本 的 に は 当局 提 案 に沿 っ た形 で 決 着 が つ き,1957年4月1日 に さ

16)同L書,70ペ ージ。

17)以 下本稿では,特 に断らない限り.単なる 「職員」はホワイ トカラー,従 業員はブルーカラー

(現業職〕を指すものとする。ただし厳密に言うと,地 公法上の現業職員とは,職 務の内容や地

位を問わず労基法第8条 に規定されている現業事業を行う部門(公 営企業など)に 在籍する職員

のことを指すものとされる(坂[1991],4-5ペ ージ〉。

18)大 阪市従業員労働組合[1995],77ペ ージ。

19)国 の場合,行 政職 〔一)は ホワイトカラーに,行 政職 〔二)は ブル腎カラーに適用される俸給

表である。
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か の ぼ って 実 施 さ れ た の で あ った劉。

この 給 与 体 系 の 再 編 に は,職 階給 の 強化 とい う狙 い と並 んで,賊 徒 問で 給料

'

表 を分 割 す る とい う狙 い もあ った と言 え る 。 こ れ は職 従 間 の分 断 攻 撃 で もあ っ

た わ けで あ る。 市 職 と して は,職 従 間 で の給 料 表 分 割 を認 め た上 で,そ れ を取

引 材 料 に しつ つ 職 員(ホ ワ イ トカ ラー)の 給 与 の頭 打 ち の改 善 を求 め る とい う

戦 略 を と.るこ と もで きた わ けで あ る鋤。 しか し常 職 は,市 従 との 微 妙 な ス タ ン

.スの違 い22〕をみ せ つ つ も,結 局 は 独 走 す る こ とな く市 労 連 に ゲ.タを預 け る形 で

全 体 的視 野 か ら闘争 を闘 った と評 価 で き るの で あ る 。 さ らに,こ う して 「一 本

の 通 し号 俸 制が 崩 壊 した こ とに よ り,以 後 の 賃 金 闘 争 に お い て は,意 識 的 ・.主

体 的 な共 同交 渉 ・共 同 行 動 を追 求 しな い 限 り,組 合 員 の 統 ∴ 基 盤 が 弱 ま る」お)

とい う状 況 が生 じ,こ れ を契 機 に各 組 合 の 市 労 連 へ の 結 集 志 向 が 強 ま り,市 労

連 は緩 や か な連 合 体 か らの脱 皮 を とげ て い くの で あ る。

また,市 職 自体 に と って も,結 成 か ら10年 余 りた つて よ うや く,市 労連 を媒

介 に して で はあ るが,.こ の件 を機 に市 従 との運 動 上 で の 連 携 を深 め る こ とに 成

20)こ の1957年 か らの7等 級の職 務等級 制度(一 般行政職)は,1985年 に10級 制 に再編されるまで

続いた。等級 と職位 との対応関係は,7等 級が事務員 ・技術員,6・5等 級 が職員(吏 員),4等

級が係長級,3等 級が課 長級、2等 級 が部長級,1等 級が局長級であ る。

21)こ の給.与体系の再編 の問題 に関 して,当 時 のホ ワイ トカラー職 貝層 内部で どの ような動 きが

あ ったのか を今の時点で詳細に知る ことは困難で ある,し か し当時 の市職機関誌の縮刷版を読む

と,.反 対意見 とともに,「 表 の金額 さえ同 じであれば俸給表は別々であ って もいいので はないか」

などとい う市職 内の賛成意見 も紹介 され ている(「 大阪市戦報」第161号,1957年7月29日)。 ま

た,有 職 の組合史 にお ける次のよ うな微妙な記述か らは,職 員層 の一部 に独善的 な動 きが生 じて

いた ことを想像 しうる.一 「・…・・あ るいは.各職種 の要求が組織 的全体的 な立場でな く,と もす

、 れ ば セ ク トを生 じ,ひ いて は組 合脱 退論 さ え出 る危険 の生 じた ・.…・・」(大 阪 市職 員労 働組 合

[1996],72ペ ー ジ〕。

22)こ の違 いが,こ の闘争 に関 しての両組合の総括 の差に もつ なが ってい ると思われ る。 一市職:

「結論的 には,1948年 以来実 施をみた暫定職階制、1955年 制度化され た紋 別頭打 ちの内容 と比較

した場合,旧 制度 にお ける若干の矛盾是正 とあわせ て前進 をとげることがで きた,と 言 えよう」

(大阪市職 員労働 組合[19961,72ペ ー ジ)。市従:「 部分的な改善 は実現 した ものの,給 料表 は分

割 され,初 任給 も一般職 と差がつけ られた ことは,格 差是正をめざす市従 の基本方針か らすれば

後退 を余儀な くされ たもので あ ワた」(大 阪市従業員労働 組合[1995],78ペ ー ジ)。 要する に市 、

職 の方は,r頭 打 ち」 問題 に関 して当局側か ら一定の譲歩 を引 き出せた ことを評価 したので あっ

た。

23)大 阪市 労連史編纂委員会[1989],79ペ ージ,
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功 したと評価できるのである。例えば1960年 代初頭から1970年代半ばまで断続

的に取 り組まれた清掃事業の改善闘争では市従との共同闘争が積極的に行われ

たのであった。と同時に,市 労連の機能が強化されたことから,賃 金労働条件

の大枠に関する運動については以後は市労連が中心的役割を果たすようになり,

市職 自体 は市職内部の問題 に軸足を置いて運動を展開してい くことになる。..

従っ.て次は,高 度経済成長期にホワイ トカラー職員内部での 「格差」の問題を

市職がいかに認識 し,運 動に反映させていったかを分析することにする。

Vホ ワイ トカラー職員内部の格差問題への市職の対応

1吏 員昇任制度改革への取り組み

前述のように,高 度成長期の初頭までに市従 との運動上の断絶の問題をある.

.程度克服 し,他 組合とともに市労連への結集を強めてきた.市職の運動であった

が,1960年 代以降,市 職固有の領域として,昇 任 ・昇格や配置転換の問題など

職員(ホ ワイ トカラー)の 入事的処遇の問題にも積極的に取 り組むようになっ

た。本稿では,ホ ワイ トカラー内部での 「格差」の問題に対 して組合がいかに

認識 し対応 したかを検討する意味から,昇 任制度の問題 として吏員昇任制度へ

の前職の対応 と,昇 格制度の問題としていわゆるワタリ問題への市職の取 り組

みについて記述 したい。

まず1990年 代初頭から数年間にわたって取 り組まれた吏員昇任制度の改革の

問題を取 り上げよう。地方公務員の世界においては,戦 前の身分制度を引き継

ぐ形で戦後においてもホワイ トカラー=吏 員,ブ ルーカラー=傭 人などと呼称

されてきた。 しか しホワイ トカラーにしても多 くは最初から吏員 として採用さ

れるわけではなく当初は雇員採用で凋,地 方自治法上の吏員になるためには吏

員昇任試験に合格す ることが必要であった2%こ の試験は,学 歴の低い者,現

24)雇 員 は書記的職務に従事 する事務補助従事者。 ただ し大阪市の場合,大 卒行政職試験 採用者は

採用時か ら吏員 笛 等級)に 格付けされていた。

25)吏 員昇任 は現行制度での行政職2級 昇 格に相 当す る もので あり,大 阪 市の場合原則 として大卒

は採用 当初か ら,高 卒は5年 目か ら2級 に格づ けられ る.他 の政令都市 において もほぼ同様のノ.
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.業職からの転任者,正 規試験以外のルー トで採用された職員などにとっては特

に負担が重かった と思われる鋤。市職は身分制度撤廃の一環 として1971年 に

「吏員昇任試験制度廃止」を提起 し,こ れはこの年の確定闘争の市労連附加要

求項目に掲げられた。

この制度の該当者の多い市職は,市 労連の委任を受 け,「昇任試験の廃止」㌧

「係長試験は実施させない」 という原則を堅持 して対市折衝に当たった。市職

のこの原則の背景には,昇 任試験によって組合員問に能力による差別と分断が.

生 じること,試 験を通じて組合員に当局の考え方が押 しつけられるおそれがあ

ること,な どへの危惧があった とされる。交渉の結果.市 側から,「現行の吏

員昇任制度について,他 都市の改善状況にくわえ,本 市固有の特殊性 として管

理職昇任試験を実施していない等の実情に鑑み,人 事委員会の昇任選考の形で,

『吏員昇任制度の うち,こ れまで人事委員会独自に実施 してきた筆記試験につ

いては取 り止め,研 修効果の測定の筆記試験をもってこれにあてるものとす

る』(昭 和48年 度から実施)」助 との回答を引 き出したのであった。

そして1973年 の市労連の確定闘争において,吏 員昇任制度に関連して,従 来

の吏員等の職員名称を廃止させ,現 業職 ・非現業職を問わず職名を 「(大阪市)

職員」に統一させている.(1974年7月 実施,下 記の内容〉%)。

i職 名問題 につい てi

i、.現 行 の職 員名称 「輔 顛 ・技術 類 ・事瀬 ・櫛 員 ・用瀬 ・現 業i

i員 」 について は,轍 原賑 して使肌 ない・i

iな お,大 学 教 員 の 名 称 につ い て は,当 分 の 間現 行 どお り とす る 。i.

i21任 免 上 の 名称 につ い て は,原 則 と して 「(大阪.市)職 員」 とす る 。i

＼制度 となって おり,高 卒は採用5年 目の終わ りまでに.大 卒は採用時か採用1年 目の終わ りまで

には2級 に格付 けられ る自治体が ほとん どであ る。

26}例 えば,1960年 の特殊職員(行 政職給料表適用の技能労務職 看護婦 な ど〉 の吏員昇任試験の

結果を 見る と,技 能 労鰍 で受験者62人 中論 者51人(舗 率82・3%)・ その他で受験者156人 中

合格 者127人(合 格 率81.4%)と な っている(大 阪市職 員組 合機関紙 『みおつ く し」 第250号,

1960年.7月11日)。

27)大 阪 市磯貝労働組合[1996],176ペ ージ。

28>同 上書,198ペ ー ジ。

舞

}
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3,現 行職種の取扱い は,従 前 どお りの取扱 いとす る6

…4.現 行 の 「吏員昇任選考」は,「 当該事務 につ いて,相 当高度の知識 または

1経 験 を必要 とす る業務 を行 う職務,お よびそれ と同等以上 の業務 を行 う職

…務(以 下 「(仮称)基 準 職務 とい う」)に 従 事す る職へ の資 格選考」 と し,

また現行の 「雇.員昇任選考」は,「 補助員 〔看護助 手〉か ら事務職 員へ の転

1任 選考」 と して存続 させ る。

iな お,地 方 自治法上 の 「事務 吏員 ・技 術吏員」につ いては,今 後資格名

称 として取扱 い,当 分 の間(仮 称)基 準 職務 に従事す る者 を充て るもの と

する。

i似 下略).
L

さらに1975年5月 には,市 職の対市交渉の結果,基 準職務職に従事する資格

選考(以 前の吏員昇任選考)の 方法が変更されている。すなわち,基 準職務職

に従事する資格選考について,人 事委員会による選考の対象になる者を従来事

務講習の修了者としていたが,こ れを事務講習を終えた者全員に改めた。また,

選考方法については,従 来の人事委員会実施の筆記試験を1973年 度以降暫定的

に事務講習の効果測定で代替していたが,人 事委員会実施の筆記試験を制度と

して廃止 し,事 務講習の効果測定は研修効果の測定であることを明確にさせた。

そして資格選考自体は下記1② の方法によって行 うよう改めさせたのであ

る㎎,。

1,基 準職務 職に従事す る資格選考 について

(P資 格選 考の対 象

職 員研修 所の行 う事務講習会 の受講 を終 えた者

「受講を終えた者」 とは次の 各要件 を満た した者

① 事務 講習会 を所定 の期 間以上受講 した者

② 効果測定を所定 の科 目数以上受 けた者

(2)資 格選考の方 法な ど

選考はほ述試験 な どについ て行 う。

この場 合におい て,事 務講習会の効果測定結果及び勤務実績な どを参酌

29}同 上書,242ベ ージ。
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の上基準執務職 に従事す る資格の適否を総 合的に判定す る もの とす る。

…2.事 務 講習につ いて

….(D研 修 の対象

…担 当職務 につい ての理解 をよ り深め るため,で きるだけ職務 の態様 が同

…じものを対象 として研修 を行 う方向で努力 したい。(以 下略)

i② 研 修一回あた りの受講 人員について

…事務講習会第一部 につ いては,・昨年 は一回当た り平均144名 で行 ったが,

…今年度は一回当た り90名程度で行いたい。

一3)研 修時間その他

i第 一部の研修科 目につ いて検討 を加 え整理 し,研 修時間につ いては従前l

i.鶯 壁 ・嘲 と一 ・　 　 は　 　 科目

・.この よ うな数 年 に及 ぶ 市 職 を中心 と した取 り組 み に よ って,庁 内 の 職 名 と し

て の 吏 員 の 名 称 は廃 止 され,基 準 職 務 職 釦〕(1日来 の 吏 員〉 へ の 昇任 試 験 も限 り

な く無 試 験 に近 い形 の もの に な った 。 この運 動 に お い て見 られ た 常 職 の 姿 勢 を

い か に評 価 す る か は,後 述 した い 。 た だ,こ の 闘 争 が,職 員(ホ ワ イ トカ

.ラー)内 で の 身分 格 差 の撤 廃 に向 けた 闘争 で あ った こ とは確 か に間 違 い ない 。

さ らに,試 験 を通 じた組 合 員 の 能 力 主義 的差 別 ・分 断 や 当 局 イ デ オ ロギ ー の 押

.しづ けを 防 ぐとい う一 面 もあ った で あ ろ7BU。 しか し,そ れ らだ け で は な く,

ノ ンエ リー.トの ホ ワ イ トカ ラ ー に も制 度 と して の昇 進 の青 天 井 を切 り開 き,彼

らの昇 進 を 円滑 な ら しめ る狙 い もあ った とい う こ とは,や は り指 摘 で きるの で

は な か ろ うか。

2ワ タ リ 〔運用昇格)・ 職務限度問題への取 り組み

ワ タ リ(運 用 昇格)や 職 務 限度(昇 進 限 度)改 善 の 問題 も,高 度 成 長 期 の 市

30)基 準職務職に相当す る等級 は,当 時 の行政職6等 級,1985年 以降の2級 である。

31)当 局.イデオロギーの押 しつ けを防 ぐので あれば、試験 よりも研 修制度の方をむ しろ問題 に しな

ければな らなか ったで あろ う。
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職 ・市 労 連 の 重 要 な運 動 課 題 と な った 。 も と も と ワ タ リの 制 度 は,1950年 代 後

半,通 し号 俸 制 を廃 した 国 の俸 給 表 に合 わ せ た 給 料 表 を 自治体 に 導 入す る際 に,

各 自治体 で の 労働 慣 行 や 国 との職 員 構 成 の違 い な どへ の 配慮 と して 設 け られ た

制 度 で あ った 。特 に1960年 に,自 治 省 と 自治 労 との 交 渉 の 結 果,自 治省 自身 も

自治 体 に お け る給 料 表 の ワ タ リ運 用 を承 認 した こ とに よ り,そ の年 の給 与改 定

か ら多 くの 自治体 で こ の制 度が 本 格 的 に導 入 され て い った ので あ った。

ワ タ リに つ い て は,そ れ が運 用 ・内規 上 の もの とさ れ て い るが ゆ え に実 態 を

正確 に把 握 す る の ぽ難 しい。 しか し大 阪 市 の 場 合,行 政職.一般 職 員.(5等 級)

.の 係 長 級(4等 親)へ の ワ タ リは,「 中 馬 革 新 市政 」1期 目の1960年 代 半 ば に

は 定 着 して い た と思 わ れ る綴1。以 後1970年 代 初 頭 にか けて,市 職 ・.市労 連 は,

4等 級 へ の 昇格 基 準 の緩 和 や,係 長 級 の 課 長 級(3等 級)へ の ワ タ リ(4等 級

特 認 制 度),技 能 ・免 許 職 員(保 母 ・看 護 婦 な ど)の 職 務 限 度 の 改 善 を勝 ち

取 って きた 。 そ して,ワ タ リに関 して 市 職 ・市 労 連 が 当局 へ の攻 勢 を強 めた の

は1974.年 の こ とで あ った33〕。 この年 の確 定 闘争 に お い て,市 労連 は行 政 職 一 般

職 員 の3等 級(課 長 級)へ の ワ タ リ を要 求 に 掲 げ た の で あ った。

行 政 職 一般 係 員 の4等 級 限度 を3等 級 に伸 ば せ とす る市 労 連 要 求 に対 して は,

市側 は 「職務 の複 雑 等 を考 慮 した 係 長 級 の 実 態 に 鑑 み,係 長 級 につ い て,選 考

に よ り一 部3等 級 に格 付 す る方 向 で 検 討 した い 」鋤 と回 答 した。 要 す る に,係

長 の 課 長級 へ め ワ タ リにつ いて は認 め た もの の,一 般 係 員 の課 長 級(3等 級)

32)大 阪市労連史編纂委員会[1989]135ペ ージの中に,1966年 末の確定闘争で 「(市労連は)行 政

職5等 級特認か ら4等 級へのワタリ条件を緩和すること,な どの回答を引き出し,大 綱了承し

た」 という記述があ り,翌67年末の確定闘争では市労連は係長級の3等 級へのワタリを要求して

いるか ら,1966年度の賃金改定を機に行政職4等 級へのワタリ制度が本格的に導入されたことは

まず間違いない。

33)こ の年は,公 務員の賃金決定を人勧体制の砕か ら解放すること(戦術としては人事院勧告前に

労使間で給与改訂の決着をつける 「5月確定6月 条例化」方針)を 目指して,公 務員.共闘 ・自治

労が春闘の中での闘争を特に強化した年であった(自 治労運動史編集委員会[1979],529-531
ページ)、3等 級ワタリの新設要求ば,10大 都市労連連絡協議会(東 京 ・大阪 ・横浜 ・京都 ・神

戸 ・名古屋 ・北九州 ・福岡 ・札幌 ・川崎)の 統一重点目標のひとつとして同年8月 に打ち出され

たものであった。大阪市労連も人事委員会勧告前の 「8月確定9月 条例化」を目指して,こ の要

求を含む諸要求を当局に打ち出していった 〔.大阪市職員労働組合[1996],219-221ペ ージ)。

34)同 上書,222ペ ージ。
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ワ タ リにつ い て は否 認 した ので あ った 。.市労 連 は,な お 一般 係 員 の3等 級 格付

につ い て市 側 の 再 考 を求 め た と こ ろ,「4等 級 在 級 一 般 係 員 の3等 級 格 付 につ

い て は,制 度化 はで きな い。 しか し,き わ め て 限 定 さ れ るが,ケ ー ス ・バ イ ・

ケ ー ス で,成 績 特 に抜 群 で,企 業 へ の 貢 献 度,業 務 の 実 態 を み な が ら,例 外

的 ・弾 力 的 に考 えて い きた い 。 これ を空 文 に終 わ らせ な い よ う,前 向 きで 検討

す る」 こ とと な つだ ㌔

この よ うに1974年 の確 定 闘争 時 に も一 般 係 員 の 課 長 級 ワ タ リを 制 度 化 す る こ

と はで き なか った。 しか し,当 局 か ら前 述 の よ うな 回 答 を 引 き出 した こ とや,

行 政 職一.一般 係 員(事 務)の 〔ワ タ リに よ る)4等 級 到 達 年 数 を従 来 の23年 か ら

121年 に 短 縮 さ せ た こ と
,行 政 職4等 級 及 び5等 級 特 認 へ の昇 格 率 を そ れ ぞれ

10%ア ップさせ た こ とな どを考 えれ ば,こ の 年 の 闘 争 は 組 合 側 の ワ タ リ要 求 の

到 達 点 で あ った と考 え て よ いだ ろ う。 そ して1975年 以 降 は,不 況 下で 組合 側 が

守 勢 に回 った こ とや 国 の指 導 もあ り,こ れ 以.Eの ワ タ リ要 求 を 当 局 に 出 してい

くこ とは 困難 に な ってい.くの で あ る。

さ て こ こで,こ の よ うに ワ タ リ制 度 を 要 求 して い り た市 職 等 の 運動 は ど の よ

うに評 価 し うる のか につ い て 考 え て み よ う。組 合が ワ タ リを要 求 す る こ との 根

拠 に は,職 務 上 の地 位 にか か わ らず 生 活賃 金 を 保 障 させ る と い う大 義 名 分 が あ

る。 しか し,.生 活 賃 金 の 保 障 とい う こ とで あ れ ば,一 般 係 員 の給 料 表 の改 善 や

足 伸 ば しを行 うこ と に よ って も実 現 可 能 で あ る。 だ か ら,市 職 が ワ タ リを要 求

してい った 理 由 には,職 階給 構造 を形 骸 化 させ る とい うね らい も同 時 にあ った

の で あ ろ う。

だ が,ワ タ リ要 求 に は 職務(昇 進)限 度 の改 善 とい うね らい も究極 的 に は含

まれ て い るの で あ る か ら,そ れ を職 階給 構 造 を形 骸 化 させ る運動 ζい う側 面 だ

けで と らえ るの も適 当 で は な い。 む しろ.市職 等 の ワ タ リ要 求 の背 後 に は,職 階

制 度 を あ る程 度 前提 と した.トで,職 制 や よ り上 位 の 職 制 に昇 進 で きな い者 の上

昇 要 求 を 満 た す 〔と りあ えず 賃 金 面 で の運 用 昇 格 を勝 ち 取 り,次 いで 正式 な職

35)同 上書,223ペ ージ。
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位 と して)と い う発 想 が一 面 で は存 在 して い た と考 え るべ きで は なか ろ うか 距}。

例 えば,国 の 制 度 改 正 に準 じた10級 制 の等 級 制 度 へ の移 行(1985年)に 際 して,

1974年 以 来 実 施 され て きた係 長 の課 長 級 へ の ワ タ リ制 度 が6級(「 総 括 係 長 」)

の新 設 とい う形 で 公 式化 さ れ た時,市 職 もそれ に反 対 しなか った こ とは,そ の

こ とを象 徴 す る もの で あ ろ う3η。

第3.表 大阪市の等級制度

.旧 1等 級 .2
一 3 一 4 5特 5 6 7

新 10級. 9 8. 7 6 5 4 3 2 1

補職 局長 部長 ・
区長

総括
課長

課長 ・

同代 理

総括
係長

係長 係員 係員 係員 係員

注=旧 は19B5年7月 ま で の制 度 。 新 は1985年7月 以 降 。

出 所:平 野[1987]160ペ ー ジ。

もちろん,ワ タリ制度は職制に昇進で きない者の救済措置ではあっても,能

力ある者の早い昇進を規制する機能はもたない。たとえ職制にならなくとも,

ワタリにより大卒なら入庁16年 目(高 卒は22年 目)か ら係長級の給料表(5級)

の適用を受けられる可能性があるbし かし正規の昇進制度では,大 卒なら入庁

後最短8年 で係長級に昇進 しうるのであ り,こ の種のエリー トの昇進を規制す

る機能はワタリ制度にはないのである。要するにワタリ制度は全組合員を拘束

する形での昇進規制ではない。言い換えればこの制度は,エ リー トを含めた組

合員全体の昇進を規制するのではなく,昇 進格差の存在を自明としつつ昇進で

きない者を救済する制度であると言いうる。

36)も ちろん大阪市 の現行制度では,ワ タリで5級 に格付け られる者 には係長や主査 の肩書 きはっ

か ない。

37).こ の点 を もう少 し詳 しく説明す るとこうい うことである。つま り,ワ タリ要 求の建前 を極限的

に突 き詰 めてい くと,そ れ は職階 を無視 した完全な年功給 や勤続 給を要求す る ということになら

ざるを得 ない し,ワ タ リの公式化(そ れは慣行 としての ワタリを 「1職1等 級」原則 の中に封 じ

込 める ことで もある)と しての等級数 の増加に も反対の態度を とらなければな らないはずで ある。

だが,市 職が実際 に とった態度 はそ のような ものではなか った。それは,そ のような態度で はワ

タリ要求の背後 に潜 む本音の心情の一面(昇 進要求〕を 自己否定 する ものとな りかね ないか らで

あろ う.そ の意味で,6級 新 設(3等 級 ワタ リ問題の 「解決」)を 市 職が容認 した ことは,ワ タ

リ要求の背後に潜 む心情 の ・面が何で あるか をよ く表 している事 例であると思 われるのであ るウ

.

遷

サ
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市 職 が この よ うな 制 度 を 一貫 して 要求 して きた こ と は,常 職 の基 盤 が 高 卒 を

中心 と した ノ ンエ リー トの ホ ワイ トカ ラー層 に あ る こ.とを示 してい る。

vi市 職運動の含意と評価

さてここまでの分析のまとめとして,敗 戦後から1970年代半ば頃までの大阪

市職の運動をホワイ トカラーの労働組.合運動としてとらえた時.そ こからいか

なる含意を引 き出 しそれにいかなる評価を加えうるか,と いう点について述べ

てみよう。

まず公務部門の労働組合運動を評価する視点であるが,非 現業公務部門の単

位労働組.合の運動を評価するにあたっては,そ の運動を政治的な闘争,あ るい

は政策的発言運動 としてとらえるだけでは不十分であるということである。非

現業公務部門においては自律的な労使関係が存在し得ないと考えるのは,あ く

まで法律の条文上の理解に過ぎないであろう。国の指導や議会の監視などは

あったにせよ,.また自治体(都.市 部か農村部か,あ るいは政令都市かその他の

市町村か)の タイプにより差はあったにせよ,少 なくとも大都市圏では高度成

.長期に自治体 レベルでの自律性の高い労使関係が実態 として定着 していったこ

とは指摘されるべきである。特に大阪市労連 ・市職は,自 治労傘下の組合の中

で もこの路線を意識的に追求 したのであった。確かに,戦 後一貫 して労使の争

点になった賃金労働条件上の問題 については国レベルでの制度改正が引き金に

なうたものであるし,そ れらへの市労連 ・市職の対応 も総評 ・自治労や他都市.

組合等による影響を受けた ものではあった。しか し国が先行 して導入してきた

大 きな制度的枠組みの範囲内では,市 の労使 レベルでの自律的な賃金労働条件

決定は次第に定着 していったのであった。

本稿では,上 記のような視点と認識に立ちつつ,高 度成長期までの大阪市職

の運動を日本におけるホワイ トカラー組合運動の一例 として分析 していったが,

そこからは以下のような含意 と評価を引き出 しうるであろう。

まず市職の組織については,当 初.職 従相互間での格差意識(特 に従業員の
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被差別意識)ゆ えに職従分離 しての組織化が行われた。しかしその後の市職は

市労連を通 じて市従等とQ共 闘を志向するようになり,1950年 代末以降,賃 金

労働条件面での闘争に関しては市労連への依存度が高まった。このことは,市

労連が大阪市における企業別組合としての役割を担うようになったこと,市 職

がホワイ トカラー組合としての独立性を主張するよりも.企業内組合のホワイ ト

カラー部門としての性格を強め,全 体的課題においては市労連の中で他組合と

足並みを揃えるようになったことを示している。その上で市職は臨時職員の本

務化 ・現業職の一部を市職に組織化するなどして組織範囲の拡大を図ってきた

が,1960年 代以降,市 職自体の課題としては職員層に関連する問題への対応が

中心 となった。

その中で職員(ホ ワイトカラー)内 部での格差の問題について言えば,市 職

は地位.トの.ヒ下格差を平準化するよりも,む しろ,吏 員昇任選考の緩和,ワ タ

リ制度,係 長昇任試験の導入阻止などによって,高 卒を中心 としたノンエ リー

トの職員にも昇進機会を付与させる運動を行 ったと言える。言い換えれば,市

職は,平 等主義的な観点から昇進規制をかけるよりは,組 合の影響下でノンエ

リー トの職員にも昇進機会を拡大させることによって,こ の層に対 しての組合

の影響力を維持 しようとしたということである。ノンエ リー トの昇進機会を拡

大 しようとしたこの路線は,従 業員に対する職員の特権を保守するものではな

かったが故に従業員の運動とのコンフリクトを生 じさせなかった し,同 時に職

員自身の昇進要求にも適合したもので もあった。また高度成長期の組織規模拡

大による管理職ポ.ストの増大と大卒の希少性は,大 卒を中心としたエ リー ト層

の昇進ニーズとこの路線 との間にコンフリク トを生 じさせることもなかった。

しか しこの路線が職員間の格差を、ヒ方で平準化させたかは疑問である。なぜ

なら,こ の路線は大卒を中心 としたエリー ト職員の早い昇進を妨げるものでは

.なか6た からである。同時にこの路線は大卒を中心としたエ リー ト層の昇進や

キャリアに関わる問題への対応を看過 し,こ の領域を当局の専権に委ねてしま

うという問題を残したのである。
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この よ うな路 線 は,政 令 都 市 の 中で も特 に大 卒 職 員 比率 が小 さ い大 阪市 の実

情 には 適 した もので あ った と言 え よ.う。 しか し今 後 の 大 卒 比率 の増 大 と,1990

年 代 以 降 と りわ け台 頭 して きた公 務 員 人事 管 理 にお け る個 別 主 義 の 動 きの 中 で,

従 来 の路 線 を維 持 しつ つ 組 合 員 に対 す る求 心 力 を い か に確 保 して い くか とい う

こ とは,組 合 に と っ ての 今 後 の 大 きな 課題 で あ る と言 え よ う。

VIIお わ りに一 イギリスとの比較の裡点から

最後 に,以 上 の よ うな大 阪 市 の 職 員 層 の 組 合 運動 は,(別 稿 で 検 討 して きた)

イ ギ リス の ホ ワ イ トカ ラ ー組 合 運 動 との 比 較 にお い て は どの よ うに性 格 づ け う

る か に つ い て述 べ て お こ う。

この 点 に つ い て端 的 に言 うな ら,大 阪 市 の職 員 層 の 組 合 運 動 は,大 卒 の 幹部

候 補 生 や 職 制 よ りも高卒 を 中心 と した ノ ンエ リ ー トの ホ ワ イ トカ ラー に運 動基

盤 を置 きつ つ,こ の層 の 身分 的処 遇 の改 善 を求 めて い く運 動 で あ った と㍉・う こ

とで あ る、 これ まで 分析 して きた よ うに,大 阪 市 職 の運 動 は,ホ ワ イ トカ ラー

と して の 階 層 意 識 に 基 づ きブ ル ー カ ラ ー に対 す る 自 ら の特 権 性 の 維 持 ・拡 大 を

追 求 して い くもの で は な か った 。 む しろ そ れ は ノ ンエ リー トの ホ ワ イ トカ ラー

た ち に よ る社 会 的 地 位 の 向 上 運動 で あ った ので あ り,そ の点 に おい て 庁 内 の ブ

ル ー カ ラー(従 業 員)の 運 動 とは 親和 的 な性 質 を有 して い た ので あ る。 そ れ ゆ

え に大 阪 市 職 は,高 度 成 長 期 に市 労連 を媒 介 に庁 内 の他 組 合 と足 並 み を揃 えた

運 動 を構 築 して い くこ とが で きた の で あ る 。大 阪市 の職 員層 の運 動 の こ う した

性 格 は,中 間層 の 階 層 的 利 益 を保 守 し ブル ー カ ラー との格 差 を維 持 す る こ と に

蘭心 を 向 け た イ ギ リスの ホ ワ イ トカ ラー層 の 運 動 とは,志 向 の 向 きに おい て大

き く異 な る もの で あ った 。

もち ろ ん,ノ ンエ リー トの ホ ワ イ トカ ラー の 経 済 的 ・社 会 的地 位 の 向上 運 動

を可 能 に した背 景 に は,高 度 成 長 に よ るパ イの 拡 大(特 に組 織 規 模 の拡 大)が

あ った こ とは否 定 で きない 。 従 って 石 油 危 機 以 降 の 低 成 長期 に は そ の 運動 は変

容 を余 儀 な くされ る面 も出 て くる。 この 点 に つ い て の検 討 は 別稿 に譲 る こ とと
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す る 。

(付記)本 稿執筆 にあた っては,大 阪市政調査会事務局長の別当良博氏 より資料 の提

供等で ご協力をいただいた。記 して感謝 の意 を表 したい。なお,あ りうべ き誤

りは筆者の責任 である。
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